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(57)【要約】
本発明は、ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を
決定することと；前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力
レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節すること
を含む方法に関する。本発明はさらに、こうした方法を
実行する装置及びコンピュータプログラムに関する。
【選択図】図４ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定することと；
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節す
ることと；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に応じて上が
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記異物検出法の頻度は、線形的、指数的、又は段階的に上がる、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記異物検出法の頻度を上げることは、隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受
信された第２の電力レベル値から引き出される、請求項１乃至４の何れかに記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含むメモリとを備え
る装置であって、前記メモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも
１つのプロセッサを用いて、前記装置に少なくとも：
　ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定することと；
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節す
ることと；
を実行させる、装置。
【請求項７】
　前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に応じて上が
る、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記異物検出法の頻度は、線形的、指数的、又は段階的に上がる、請求項７に記載の装
置。
【請求項９】
　前記異物検出法の頻度を上げることは、隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む、
請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受
信された第２の電力レベル値から引き出される、請求項６乃至９の何れかに記載の装置。
【請求項１１】
　ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定する手段と；
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節す
る手段と；
を備える、装置。
【請求項１２】
　コンピュータプログラムコードを備える非一時的コンピュータ可読媒体に具現化される
、コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムコードは、少なくとも
１つのプロセッサで実行されると、装置に：
　ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定することと；
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節す
ることと；
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を実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に応じて上が
る、請求項１２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記異物検出法の頻度は、線形的、指数的、又は段階的に上がる、請求項１３に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記異物検出法の頻度を上げることは、隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む、
請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受
信された第２の電力レベル値から引き出される、請求項１１乃至１５の何れかに記載のコ
ンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】
【背景】
【０００１】
　電磁誘導は古くからよく知られており、様々なアプリケーションで利用されている。電
磁誘導において時間変動磁束（time-varying magnetic flux）は、導体閉ループに対して
起電力を誘導する。反対に、時間変動電流は変動磁束を発生させる。変圧器ではこの現象
を利用し、誘導結合されたコイルを介して回路から他のものにワイヤレスでエネルギー伝
送をする。一次コイルは交流電流を変動磁束に変換し、この変動磁束が二次コイルを流れ
るように配される。さらに、変動磁束は二次コイルを通じて交流電圧を誘導する。
【０００２】
　ワイヤレス充電（ＷＬＣ）は、電磁誘導を利用してワイヤレスでエネルギー伝送をする
一つのアプリケーションである。ワイヤレス充電システムには一次コイルを備えた充電デ
バイス、即ちＷＬＣトランスミッタと、二次コイルを備えた被充電デバイス、即ちＷＬＣ
レシーバが含まれる。充電デバイスにおける電流は、こうした電磁結合コイルを通じて被
充電デバイスに伝送される。誘導電流は更に処理され、被充電デバイスのバッテリを充電
するために使われてもよい。エネルギーは誘導結合を通じて充電デバイスから被充電デバ
イスに伝送される。被充電デバイスは伝送エネルギーをバッテリ充電に使用してもよく、
直接電力として使用してもよい。ワイヤレス充電デバイスは充電領域を備え、レシーバデ
バイスはこの充電領域で充電デバイスからエネルギーをワイヤレスで受け取るように構成
される。ただし、ワイヤレスエネルギー伝送中、この充電領域に他の望ましくない金属系
異物が（１つ又は複数）あると、発熱し、電力損失だけでなく安全上の問題も生じる可能
性がある。
【摘要】
【０００３】
　上述の問題を軽減しうる優れた方法、及びそのような方法を実装する技術的装置が発明
された。本発明の種々の態様には、独立請求項に記載されている事項を特徴とする方法や
装置、コンピュータプログラムを格納するコンピュータ可読媒体が含まれる。また、本発
明の様々な実施形態が従属請求項に示されている。
【０００４】
　第１の態様によれば、ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定することと；前
記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節するこ
とを含む方法が提供される。
【０００５】
　実施形態によっては、前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力
レベル値に応じて上がる。実施形態によっては、前記異物検出法の頻度は、線形的、指数
的、又は段階的に上がる。実施形態によっては、前記異物検出法の頻度を上げることは、
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隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む。実施形態によっては、前記ワイヤレス伝送
エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受信された第２の電力レ
ベル値から引き出される。
【０００６】
　第２の態様によれば、少なくとも１つのプロセッサと、コンピュータプログラムコード
を含むメモリとを備える装置であって、前記メモリ及び前記コンピュータプログラムコー
ドは、前記少なくとも１つのプロセッサを用いて、前記装置に少なくとも：ワイヤレス伝
送エネルギーの電力レベル値を決定することと；前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レ
ベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節することを実行させる装置が提供される。
【０００７】
　実施形態によっては、前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力
レベル値に応じて上がる。実施形態によっては、前記異物検出法の頻度は、線形的、指数
的、又は段階的に上がる。実施形態によっては、前記異物検出法の頻度を上げることは、
隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む。実施形態によっては、前記ワイヤレス伝送
エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受信された第２の電力レ
ベル値から引き出される。
【０００８】
　第３の態様によれば、ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定する手段と；前
記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節する手
段を備える装置が提供される。
【０００９】
　第４態様によれば、コンピュータプログラムコードを備える非一時的コンピュータ可読
媒体に具現化される、コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムコ
ードは、少なくとも１つのプロセッサで実行されると、装置に：ワイヤレス伝送エネルギ
ーの電力レベル値を決定することと；前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基
づいて、異物検出法の頻度を調節することを実行させる、コンピュータプログラムが提供
される。
【００１０】
　実施形態によっては、前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力
レベル値に応じて上がる。実施形態によっては、前記異物検出法の頻度は、線形的、指数
的、又は段階的に上がる。実施形態によっては、前記異物検出法の頻度を上げることは、
隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む。実施形態によっては、前記ワイヤレス伝送
エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受信された第２の電力レ
ベル値から引き出される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明に関する種々の実施形態は、添付の図面を参照して以下で詳しく説明する。
【図１】実施形態よるデバイスの実施例を示す。
【図２】実施形態よるＷＬＣシステムの実施例を示す。
【図３】実施形態よる、ＷＬＣシステムに関する異物検出法の実行頻度を決定する方法の
フローチャート例を示す。
【図４ａ】図４ａは、実施形態による、異物検出の検出頻度及び異物検出間隔時間をＴＸ
電力の関数で表わした例を示す。
【図４ｂ】図４ｂは、実施形態による、異物検出の検出頻度及び異物検出間隔時間をＴＸ
電力の関数で表わした例を示す。
【００１２】
【例示的実施形態の説明】
【００１３】
　本節では、本発明の複数の実施形態について、ワイヤレス充電（ＷＬＣ）レシーバを例
とするワイヤレスエネルギーレシーバデバイスと、レシーバデバイスにワイヤレスでエネ
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ルギーを伝送するＷＬＣトランスミッタを例とするワイヤレスエネルギー充電デバイスの
二種類の文脈で説明する。実施形態によっては、装置がワイヤレスでのエネルギー伝送に
適する環境であれば何処でも幅広く適用可能である点に留意すべきである。本実施形態に
おいて、ワイヤレスエネルギー充電デバイスは、ワイヤレスエネルギーレシーバデバイス
にワイヤレスでエネルギーを伝送するために使用可能である。それ故、本明細書全体で記
載されるワイヤレスエネルギー充電デバイスは通常ＷＬＣトランスミッタと呼ばれる。ま
た本実施形態において、ワイヤレスエネルギーレシーバデバイスは、ＷＬＣトランスミッ
タからワイヤレスでエネルギーを受け取るために使用可能である。それ故、本明細書全体
で記載されるワイヤレスエネルギーレシーバデバイスは通常ＷＬＣレシーバと呼ばれる。
 
【００１４】
　一次ＷＬＣコイルを備えるＷＬＣトランスミッタは、誘導結合又は磁気共鳴（即ち、二
次ＷＬＣコイルを備えるＷＬＣレシーバとの誘導エネルギーリンク）によるワイヤレスエ
ネルギー伝送に適している。ＷＬＣレシーバは、例えば携帯電話機やモバイルコンピュー
タ、モバイル協同機器（mobile collaboration device）、モバイルインターネット機器
、スマートフォン、タブレット型コンピュータ、タブレット型パソコン（ＰＣ）、電子手
帳、携帯用ゲーム機、ポータブルメディアプレーヤー、デジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）
、デジタルビデオカメラ（ＤＶＣ、デジタル・カムコーダー）、ページャー、小型カーナ
ビゲーション装置（ＰＮＤ）でもよい。ＷＬＣトランスミッタは、前述したデバイスを充
電するのに適した物体（ハンドバック、枕、テーブル、衣服等）に実装することもできる
。実施形態によっては、ワイヤレス給電又はエネルギー伝送がトランスミッタ及びレシー
バと結合する電気容量を含んでもよい。
【００１５】
　ワイヤレス充電等のワイヤレス給電には、選択（selection）、ピン（ping）、識別・
設定（identification & configuration）、給電（power transfer）という４つのフェー
ズがある。 
【００１６】
　選択フェーズでは、ＷＬＣトランスミッタは、ＷＬＣレシーバ等の物体の配置又は除去
を知るために充電領域を監視することができる。このフェーズはアナログピンとも呼ばれ
る。「充電領域」という用語は、ＷＬＣトランスミッタがＷＬＣレシーバにワイヤレスで
エネルギーを伝送するインタフェース面を指す。一般に「充電領域」という用語は、ＷＬ
ＣトランスミッタからのＷＬＣレシーバへのワイヤレス給電が可能であれば、ＷＬＣトラ
ンスミッタに関する任意の場所を指す。 
【００１７】
　ピンフェーズでは、トランスミッタは、デジタルピンを実行し、応答をリスンすること
ができる。ＷＬＣトランスミッタは電力信号を当て、ＷＬＣレシーバが電力信号に変調し
て信号強度パケット（Signal Strength Packet）を送信するかを検出してもよい。電力信
号の変調は、例えば負荷変調によって実装されてもよい。こうした負荷変調では、ＷＬＣ
トランスミッタから引き出された電力を充電するために、追加負荷がオン・オフに切り替
えられる。ＷＬＣトランスミッタとＷＬＣレシーバとの間の通信は他の通信経路を用いて
実装されてもよく、例えばブルートゥース（登録商標）のような近距離無線接続を用いて
もよい。
【００１８】
　識別・設定フェーズでは、ＷＬＣトランスミッタは、選択されたＷＬＣレシーバを識別
し、ＷＬＣレシーバが出力しようとする電力の最大値のような設定情報を取得してもよい
。ＷＬＣトランスミッタはこの情報を利用して給電条件（Power Transfer Contract）を
作成する。 
【００１９】
　給電フェーズでは、ＷＬＣトランスミッタは、ＷＬＣレシーバから受信した制御データ
（制御エラーパケット（Control Error Packet））に応じて電力レベルを調節しながらＷ
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ＬＣレシーバに給電し続けてもよい。ＷＬＣレシーバは、ＷＬＣトランスミッタに少なく
とも１つの整流パケット（Rectified Power Packet）を送信することによって受電電力を
報告してもよい。このフェーズを通じて、ＷＬＣトランスミッタは、給電条件に含まれる
パラメータ（例えば最大受電電力）を監視してもよい。こうしたパラメータの何れかに関
する規定の制限を超えると、ＷＬＣトランスミッタに給電を中止させることもある。
【００２０】
　給電フェーズの間、トランスミッタは異物検出（ＦＯＤ）法（１つでも複数でもよい）
を実行することができる。これは例えば、受電電力を前述の送電電力と比較することによ
って実行されてもよい。ＦＯＤ法では、ＷＬＣレシーバが受電電力をＷＬＣトランスミッ
タに報告し、ＷＬＣトランスミッタがこの受電電力を送電電力と比較してもよい。ＦＯＤ
法により、ＷＬＣトランスミッタは、（１つ又は複数の）不要な異物がＷＬＣトランスミ
ッタの充電領域上に、あるいはＷＬＣレシーバを含む充電領域付近にあるかを発見するこ
とができる。この文脈における異物とは、ワイヤレスでエネルギーを受け取るために使用
されるＷＬＣレシーバの（１つ又は複数の）二次コイル等の受電手段を除く全ての金属物
が該当しうる。給電中、充電領域に不要な（１つ又は複数の）金属系異物があると発熱す
る可能性があり、それ故、消費電力の増加、即ち電力損失を引き起こすこともある。加え
て、給電中において充電領域にある不要な（１つ又は複数の）金属系異物が発熱すること
は、安全上の問題も生じる可能性がある。何らかの不要な（１つ又は複数の）金属系異物
が充電領域に置かれている、又はその付近にある場合、その不要な（１つ又は複数の）金
属系異物に電流が誘導される。これにより不要な（１つ又は複数の）金属系異物が発熱し
、その不要な（１つ又は複数の）金属系異物を傷つけ、火災事故を引き起こす可能性もあ
る。
【００２１】
　現在の低出力ＷＬＣデバイス／システムは（ＲＸ電力をＴＸ電力と比較する）閉ループ
異物検出（ＦＯＤ）法を使用しているが、この方法は、５Ｗ程度又はそれ以上等の高出力
伝送では十分な正確さが無い。十分正確な異物検出（ＦＯＤ）法もあるが、そうした方法
は送電（ＴＸ）が行われていないときにしか適用できない場合もある。例えば、異物（Ｆ
Ｏ）を検出するためにトランスミッタ側コイルのレシーバのＱ値が用いられる場合がそれ
に該当する。Ｑ値は、例えば、エネルギーパルス印加後にＲＣ回路の自己リンギング長を
測定することによって測定可能である。ＦＯＤ法適用中に給電が許可されない場合、１Ｆ
ＯＤサイクルの実行中１度だけ給電を休止する必要がある。こうして、磁界、即ち充電領
域又はその付近に入った可能性のある（１つ又は複数の）異物（ＦＯ）を検出することが
できる。充電領域又はその付近にある（１つ又は複数の）異物の危険性は、送電電力（Ｔ
Ｘ）によって変わる。電力が大きいときの方が小さいときよりも危険であり、大電力が伝
送された場合、小電力の場合よりも（１つ又は複数の）異物が高温になる可能性がある。
この高温状態が前述した損傷や火災事故の何れか又は両方を引き起こすこともある。した
がって、こうした理由から、送電電力（ＴＸ）レベルが高いときには低いときよりも頻繁
にループ異物検出（ＦＯＤ）法を実行することがより適切だと言える。異物検出（ＦＯＤ
）法を高頻度で実行する、即ち、異物検出頻度を上げることは、異物検出と次の異物検出
との間の間隔時間を短くすることを含む。換言すれば、ＦＯＤ検出間隔は送電電力に比例
する可能性がある。ＴＸ電力が小さい場合は、長いＦＯＤ間隔、即ち低いＦＯＤ検出頻度
を安全に使用でき、ＴＸ電力が大きい場合は、短いＦＯＤ間隔、即ち高いＦＯＤ検出頻度
を安全に使用することができる。これにより、ＦＯＤ検出の実行頻度をあまり必要としな
い場合、送電を頻繁に中断する必要がないことから、送電効率を上げることができる。 
【００２２】
　ＦＯＤ間隔とそれによるＦＯＤ検出頻度は、ＷＬＣシステムの電力損失に基づいて更に
適応させることもできる。ＷＬＣシステムの電力損失が、例えば、そのシステム用に設定
された閾値を下回る等、安全であると考えられる範囲にある場合、長いＦＯＤ間隔が使用
されてもよい。
【００２３】
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　ＦＯＤ検出頻度及び隣接ＦＯＤ間隔時間はＴＸ電力に依存し、例えば線形依存してもよ
い。ＦＯＤ検出頻度に関する他の可能なスケールには、例えば指数関数的変化や対数的変
化、又は他の適切な変化がありうる。このような場合、ＦＯＤ検出頻度は、ＴＸ電力レベ
ル値の線形関数、指数関数、対数関数で高くなる。ＴＸ電力が複数の電力レベル範囲に分
割され、それによって、ＦＯＤ検出頻度がＴＸ電力レベル値の関数で段階的に高くなるこ
とも可能である。ＴＸ電力の各範囲はそれぞれ異なるＦＯＤ検出頻度、ＦＯＤ検出間隔時
間の何れか又は両方に対応してもよい。電力レベル範囲の数はＦＯＤ間隔時間と同様、自
由に選択することができる。また、電力レベル範囲毎にそれぞれのＦＯＤ間隔が対応して
もよい。ＴＸ電力は例えば４分割することができる。その場合、例えば０Ｗ－１Ｗである
第１の電力レベル範囲が１０秒のＦＯＤ検出間隔であり、例えば１Ｗ－３Ｗである第２の
電力レベル範囲が３秒のＦＯＤ検出間隔であり、例えば３Ｗ－５Ｗである第３の電力レベ
ル範囲が１秒のＦＯＤ検出間隔であり、例えば５Ｗ－１０Ｗである最後の電力レベル範囲
が０．５秒のＦＯＤ検出間隔とすることができる。 
【００２４】
　ＴＸが０Ｗ付近になる程ＦＯＤ検出頻度、即ち間隔時間が長く、ＴＸ電力レベルが高く
なる程間隔時間が短くなるように設定される限り、ＦＯＤ検出頻度は任意の適切な方法で
決定することができる。換言すれば、（１つ又は複数の）異物検出は、小電力送電よりも
大電力送電の方がより重要であり、高出力でワイヤレス充電を行うＷＬＣトランスミッタ
／システムと比べて、低出力でワイヤレス充電を行うＷＬＣトランスミッタ／システムの
方が、ＦＯＤ検出頻度は低くなる。
【００２５】
　次に、添付図面の図１から図４の内容に沿って、幾つかの実施形態を説明する。ただし
、こうした実施形態が実施例を限定するものとして理解されてはならない点に留意すべき
である。 
【００２６】
　図１は、回路１１０を備えるデバイス１００の実施例を示す。回路１１０には、デバイ
ス１００の追加機能としてＦＯＤ実行頻度の決定が実装されている。ただし、当然のこと
ながら、この図に描かれ以下で説明されるデバイス１００は、様々な実施形態から利益を
受けられる充電デバイス、即ちＷＬＣトランスミッタの一種を単に示しているに過ぎない
。したがって、こうした開示が実施形態の範囲を限定するものと捉えてはならない。また
そうした理由から、当然のことながら、デバイス１００に関連して以下で説明される要素
のうち少なくとも何れかは任意選択可能な要素である。したがって、例示的実施形態によ
っては、図１の例示的実施形態に関連して説明されている要素よりも多くの要素を有する
場合や少ない要素しか有さない場合、又は異なる要素を有する場合がある。 
【００２７】
　デバイス１００メモリ１３０を備え、このメモリ１３０は、ＦＯＤ実行頻度決定法に使
用されるコンピュータプログラムコードを保存するよう構成されている。デバイス１００
はプロセッサ１４０を備え、このプロセッサ１４０はプログラムコードを実行してデバイ
スの機能を実現する。さらに、デバイス１００は電力レシーバ用充電領域１５０を備える
。ＷＬＣ一次コイル１１０であるワイヤレス充電コイルがあるが、このコイルは電力レシ
ーバを充電するのに適している。この電力レシーバは少なくとも１つのＷＬＣ二次コイル
を備え、ＷＬＣ二次コイルは、充電領域１５０に配される又は取り付けられると、ワイヤ
レスでエネルギーを受け取る。一方、コイル１１０には、追加的に二以上のＷＬＣ一次コ
イルが存在してもよい。デバイス１００は更に、ディスプレイやタッチスクリーン、１つ
又は複数の物理的ボタン、１つ又は複数のタッチスクリーンボタンを備えていてもよい。
デバイス１００はキーパッドを備えていてもよい。このキーパッドは、タッチスクリーン
のキーパッドとしてディスプレイ上に、又は物理的なキーパッドとして装置の筐体上に具
備される（図示せず）。デバイス１００はさらに、音声の送受信をするためにマイクやス
ピーカ（図示せず）を備えることもできる。デバイス１００は通信インタフェースを備え
ることもできる（図示せず）。この通信インタフェースは、装置を無線ネットワーク及び
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／または有線ネットワークを介して別の機器に接続するように構成され、上記無線ネット
ワーク及び／または有線ネットワークによってデータを受信及び／または送信することが
できる。無線通信は任意のセルラー方式又は非セルラー方式の技術に基づいていてもよく
、例えば、ＧＳＭ（登録商標）、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＣＤＭＡ（Code Division Mu
ltiple Access；符号分割多元接続）等でもよい。無線接続は、無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）やブルートゥース（登録商標）等のような短距離通信を指すことも
ある。デバイス１００は更に、ディスプレイにユーザインターフェースの表示等を提供す
るための入出力要素を備えてもよい。さらにデバイス１００は、ユーザへの音声メッセー
ジを提供するスピーカを備えてもよい。デバイス１００は複数のセンサを備えることも可
能である。なお、デバイス１００内の電気接続は示されていない。
【００２８】
　図２は、実施形態によるＷＬＣシステムを示す。ＷＬＣシステム２００は、ＷＬＣレシ
ーバ２１０とＷＬＣトランスミッタ２２０を備える。ＷＬＣレシーバ２１０は、充電時に
ＷＬＣトランスミッタ２２０の充電領域２３０に配される。ＷＬＣトランスミッタ２２０
又は充電領域２３０の種類は、示された実施形態に限定されるものではない。ＷＬＣトラ
ンスミッタ２２０は、充電領域２３０に（１つ又は複数の）金属系異物があるかを決定す
る（１つ又は複数の）ＦＯＤ法を実行するように構成される。ＷＬＣトランスミッタ２２
０は、ＴＸ電力、即ちＷＬＣトランスミッタ２２０の送電電力を決定するように構成され
る。ＷＬＣレシーバ２１０が電力レベルを決定し、その電力レベルをＷＬＣトランスミッ
タ２２０に送信できるように、使用されるＴＸ電力が決定されてもよい。こうした電力レ
ベルには、最大ＴＸ電力や要求ＴＸ電力、実受電電力等がある。ＷＬＣレシーバ２１０は
、ＴＸ電力の増減等の調節を行う要求を送信してもよい。次いでＷＬＣトランスミッタ２
２０は、電力レベル値、又はＷＬＣレシーバ２１０がＷＬＣトランスミッタ２２０に送信
／通信した調整要求から、ワイヤレス伝送エネルギー（ＴＸ電力）の電力レベルを引き出
してもよい。使用されるＴＸ電力は、ＷＬＣトランスミッタ２２０が特定タイプのＷＬＣ
レシーバ２１０に対して特定のＴＸ電力レベルを送電するように構成されるように決定さ
れてもよい。すなわち、ＷＬＣトランスミッタ２２０が送電に使用するＴＸ電力は、ＷＬ
Ｃレシーバ２１０のタイプによって決められてもよい。ＷＬＣトランスミッタ２２０がワ
イヤレスでエネルギーを伝送するのに使用されるＴＸ電力を決定する方法として他の方法
も使用可能である。使用されるＴＸ電力に基づいて、ＷＬＣトランスミッタ２２０は、そ
の使用されるＴＸ電力に対応するようにＦＯＤ実行頻度を調節してもよい。
【００２９】
　図３は、実施形態よる、ＷＬＣシステムに関する異物検出法の実行頻度を決定する方法
のフローチャートを示す。方法３００において、ステップ３１０でワイヤレス伝送エネル
ギーの電力レベル値が決定され、ステップ３２０で、このワイヤレス伝送エネルギーの電
力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度が調節される。
【００３０】
　図４ａは、実施形態による、異物検出の検出頻度をＴＸ出力の関数で表わした例を示す
。番号４００はＦＯＤ頻度のＴＸ電力レベルによる指数関数グラフであり、番号４２０は
ＦＯＤ頻度のＴＸ電力レベルによる周期関数グラフ、番号４３０はＦＯＤ頻度のＴＸ電力
レベルによる線形関数グラフである。実施形態によっては、増加関数を用い、ＴＸ電力に
応じてＦＯ検出頻度が決められてもよい。すなわち、ＷＬＣトランスミッタはＴＸ電力を
上げると、それに応じてＦＯＤ実行頻度を上げることもできる。
【００３１】
　図４ｂは、実施形態による、異物検出間隔時間をＴＸ出力の関数で表わした例を示す。
番号４４０はＦＯＤ間隔時間のＴＸ電力レベルによる指数関数グラフであり、番号４５０
はＦＯＤ間隔時間のＴＸ電力レベルによる周期関数グラフ、番号４６０はＦＯＤ間隔時間
のＴＸ電力レベルによる線形関数グラフである。実施形態によっては、減少関数を用い、
ＴＸ電力に応じて隣接ＦＯ検出間隔時間が決められてもよい。すなわち、ＷＬＣトランス
ミッタはＴＸ電力を上げると、それに応じてＦＯ検出間隔を短くすることもできる。
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【００３２】
　本発明の様々な実施形態は、メモリに存在するコンピュータプログラムコードを用いて
実装でき、関連する装置に本発明を遂行させられる。例えば、デバイスは、データの処理
・送受信を行う回路及び電子装置と、メモリにコンピュータプログラムコードと、プロセ
ッサを備え、プロセッサは、コンピュータプログラムコードを実行すると、デバイスに本
実施形態の構成を遂行させてもよい。 
【００３３】
　本発明の実施形態は、本明細書に紹介したものに限定されるものではないことは当然で
あり、請求項の範囲内で様々に変形されうるものであることは明らかである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４ａ】
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【図４ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月4日(2017.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定することと；
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節す
ることと；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記異物検出法の頻度は、前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に応じて上が
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記異物検出法の頻度は、線形的、指数的、又は段階的に上がる、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記異物検出法の頻度を上げることは、隣接異物検出間隔時間を短くすることを含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベルは、ワイヤレスエネルギーレシーバから受
信された第２の電力レベル値から引き出される、請求項１乃至４の何れかに記載の方法。
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【請求項６】
　処理手段及び記憶手段を備える装置であって、前記装置はプログラム命令を格納し、前
記プログラム命令は、前記処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から５のいず
れかに記載の方法を遂行させるように構成される、装置。
【請求項７】
　装置の処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から５のいずれかに記載の方法
を遂行させるように構成されるプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
【請求項８】
　ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値を決定する手段と；
　前記ワイヤレス伝送エネルギーの電力レベル値に基づいて、異物検出法の頻度を調節す
る手段と；
を備える、装置。
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